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はじめに 

 

中富良野町においては、まちづくりの基本である「なかふらのまちづくり総

合計画」更に「中富良野町総合福祉計画」が樹立され、共に中富良野町の福祉

事業の推進の基本が示されています。平成25年度に、中富良野町社会福祉協議

会が策定した「第３期中富良野町地域福祉実践ぷらん」は「まちづくり総合計

画」、「総合福祉計画」を基本に置きながら、地域住民個々の災害や犯罪等へ

の安心・安全の確保、真に必要とするサービスや要望等の問題点を掘り起こし、

解決策を探り、中富良野町の福祉の中核的な役割を果たすことを目的とした実

践的行動計画です。「安心・安全で、生きること、住んでいることに喜びを感

じるまちづくり」のため、我々は何ができるのかを社会福祉協議会会員である

住民のみなさんと共に考え、行動する計画でありたいと願っております。  

全国的に少子高齢化、人間関係の希薄化、急激に高度化する電子機器等によ

り生活弱者を取り巻く環境が厳しくなっています。どのような環境の中におい

ても「支え、支えられて共に生きる」共助の社会を築きあげるために、第４期

計画は、第３期計画の４つの言葉を受け継ぎます。 

 

☆心を育てる 

☆仲間を育てる 

☆地域を育てる 

☆しくみを育てる 

  

この４つの言葉を「合い言葉」として常に心の底辺に置きながら「ぬくもり」

を感じることのできる、明るい社会づくりのための具体的な実践ぷらん、未来

へ向けた「地域創生・社協再生プラン」としたく考えています。 

最後に、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げますと共に、本計画

の策定にあたりご協力をいただきました策定委員、アンケートにご協力いただ

きました町民、ご意見をお寄せいただいた関係団体の方に深く感謝申し上げま

す。 

 

平成２９年３月 

社会福祉法人 

中富良野町社会福祉協議会 

会長 中 野 守 



第 1 章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

 それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社

会福祉関係者がお互いに協力して、地域の福祉課題の解決に取り組むため、社

会福祉協議会として、地域福祉を推進するための具体的な取り組みを示す計画

として策定するものです。”暮らしやすいまちづくり”は何かを考えながら、町

民自ら取り組むこと・行政として取り組むべきことの視点で分析、検討を進め

ます。 

中富良野町社会福祉協議会では、中富良野町総合福祉計画の一部で、「住民み

んなで育てる福祉文化のまちなかふらの」を理念とした「中富良野町地域福祉

計画」と連携し、社会福祉協議会としての具体的な推進事業を年次ごとに整理

し実践していくための指針として「第４期地域福祉実践ぷらん」を策定するも

のです。 

中富良野町社会福祉協議会の使命は、「誰もが安心して暮らすことのできる地

域社会の実現」を目指して住民と共に考え、必要とする事業を共に取り組んで

いきます。 

 

「地域福祉計画」は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、市町村が行政計

画として策定するものであり、「地域の助け合いによる福祉（地域福祉）」を推

進するために、人と人とのつながりを基本として、「顔のみえる関係づくり」、「と

もに生きる社会づくり」を目指すための「理念」と「しくみ」をつくる計画で

す。 

「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第 109 条の規定に基づく民間組織であ

る社会福祉協議会が活動計画として策定するものであり、「すべての住民」、「地

域で福祉活動を行う者」、「福祉事業を経営する者」が相互に協力して、地域福

祉の推進を目的とする実践的な活動・行動計画です。 

つまり、地域福祉を進める上での中富良野町全体の理念やしくみをつくる計

画が地域福祉計画であり、それを実現・実行するための中核をなす社会福祉協

議会の実践ぷらんが地域福祉活動計画となります。 

 

２ 性格 

 地域福祉活動計画は、地域住民、ボランティア、地域の福祉関係機関等が相

互に連携し、地域での助け合いや支えあいの形を具体化していく「共助」の性



格をより明確にした民間の活動・実践計画です。 

中富良野町社会福祉協議会は、地域福祉の担い手としての行政や町民及び福

祉関係各機関との連携のもと、必要とする支援を計画的に実践するため、ボラ

ンティアやＮＰＯとの協働を図り、“このまちで暮らしていく「他人事を我が事

に、なかふ丸ごと」みんなでつながる地域づくり”を構築していきます。 

 

 

 

１．基本性格  

（１）目的  

社会福祉協議会は、公共性、公益性の高い民間非営利団体で、住民

主体の理念のもと誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくり

と地域福祉の推進を使命とするとされています。 

（２）「社会福祉法」による位置づけ 

社会福祉協議会は、「社会福祉法」において「地域福祉の推進を図

ることを目的とする団体」と規定されています。 

 

２．組織の概要 

（１）組織構成  

「社会福祉を目的とする事業を経営する者」あるいは「社会福祉に

関する活動を行う者」として、社会福祉施設、民生委員児童委員、住

民組織、福祉団体等により構成されています。  

全国、各都道府県、市町村単位でそれぞれ一つずつ社会福祉協議会

が設置されています 。 

（２）財源 

社会福祉協議会の財源は、民間財源、公的財源、事業収入の３つに

分かれます。  

公的財源・・・補助金、受託金  

民間財源・・・会費、寄付金、共同募金  

事業収入・・・介護事業による介護報酬 

 

 



 

３ 計画の期間 

 第４期中富良野町地域福祉実践ぷらんは、平成２９年度から平成３３年度ま

での５年間とします。 

各年度において、計画推進状況を、理事会・評議員会に報告する中で計画に

ついての評価を行い、翌年度事業の見直しを実施します。  

平成２６年度には通所介護事業の運営・日常生活自立支援事業（道社協事業）

受託開始など新規事業の取り組みがあるため、この年度の実績を検証しながら

中間評価を行い、必要により計画を見直します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

第３期実践ぷらん 

平成 25年度～28 年度 

第４期実践ぷらん 

平成 29年度～33年度 

第５期実践ぷらん 

平成 34年度～38年度 

見直し 見直し 

●社会福祉協議会 地域福祉実践ぷらん 



 

４ 策定方法 

 第４期中富良野町地域福祉実践ぷらんの見直しは、町民の目線から見る地域

の課題を把握するための意見交換会、関係各機関のご意見、町民アンケート結

果、行政資料等により、現状把握・評価を行い、中富良野町地域福祉実践計画

策定委員会に答申して第４期中富良野町地域福祉実践ぷらんを策定いたしまし

た。Plan(計画)→Do(実践)→Check(評価)→Action(見直し)のサイクルで事業展

開をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「計画」 

「実践」 

「評価」 

「見直し」 



第２章 計画の基本的考え方 

 

社会福祉法第４条と第３期中富良野町地域福祉実践ぷらんの基本的な考えを

継承し、第４期中富良野町地域福祉実践ぷらんは、４つの基本目標を柱に具体

的な事業を推進していきます。 

１ 計画の基本理念 

 中富良野町においても、人口減少とともに、少子高齢化や核家族化が進み、

地域で相互に支え合うという意識が乏しくなっている傾向が伺えます。また、

生活の質や豊かさに対する考えとともに、地域社会の構造が大きく変化してい

ます。 

中富良野町社会福祉協議会として、地域におけるきめ細かな福祉施策を展開

するためには、町民の協働がかかせません。様々な生活環境の中で、すべての

町民が福祉に対する理解を深め、地域での各種活動に積極的に参加し、地域で

活動する福祉関係団体や事業者等が共有し、社会福祉協議会と一体となって、

連携・協力しながら取り組むことが必要です。 

そこで、地域福祉の推進にあたって、基本的理念のもとに、４つの基本目標

を推進し、お互いに助け合い支え合うという意識を持ち、より良いコミニュケ

ーションを構築し、誰もが主体的に活動できる環境づくりに取り組んでいきま

す。 

 

 

 

 

 

このまちで暮らしていく 

「他人事を我が事に、なかふ丸ごと」 

みんなでつながる地域づくり 

 

 

基 本 理 念 



２ ４つの基本目標 

 計画の目標を実現するために、基本理念に基づき、次の４つの基本目標を視

点に、個々の具体的な施策の充実を図るとともに、地域福祉の充実に向けた推

進を図ります。 

地域住民の多様なニーズに応えるため、高齢者や障がい者、子育て支援、福

祉サービスの設定、情報提供、ボランティアやＮＰＯ法人等との積極的な参画

を促進していきます。 

 

（１）地域住民の視点に立った課題の把握と的確な情報提供の推進 

（心を育てる） 

 

住民一人ひとりがそれぞれの立場で安心して暮らしていくためのまちづくり

は誰もが求めていることで、その目的達成のためにはいろいろな情報が必要で

す。 

インターネット等の情報機器の発展がめざましい状況にありながらも、いざ

という時には、身近な場面での情報が不足しているのが現実です。必要な時に

速やかに支援が受けられるようにするには、住民にとって分かりやすく見える

形での情報提供が必要です。 

悪質な訪問販売などから身を守ることや認知症高齢者を見守る活動など、必

要な情報を知ることで広がっていきます。 

長寿の課題とされる認知症高齢者の対策については厚生労働省が「オレンジ

プラン」（平成 25年度～平成 29年度）を発表し取り組みを強化していましたが、

団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年を対象期間とした「新オレンジプラン」

を公表しました。 

 

●新オレンジプランの７つの柱 

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

③若年性認知症施策の強化 

④認知症の人の介護者への支援 

⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モ

デル等の研究開発及びその成果の普及の推進 

⑦認知症の人やその家族の視点の重視 

 



本協議会でもキャラバンメイトを中心として認知症サポーター養成を推進し

ています。特に子どもの頃からの学習に「福祉の心」を位置づけることは大切

で、認知症サポーター養成講座を各学校で実施することをきっかけとして、支

えあう、助け合う心を育みます。 

住民一人ひとりが困っていることを声に出し、課題解決のために何ができる

か、どんなことが必要かについてみんなで考え、発信する場が必要です。一人

ひとりの情報が多くなることで、困った時の解決策が生まれます。知ること、

知らせることのしくみづくりを進めます。 

 

●心を育てるための関連事業 

①認知症サポーター養成講座  ④社会福祉大会 

②社協だより    ⑤相談窓口の充実 等 

③ホームページの充実 

 

 

 

 

 

 



（２）一人ひとりがつながる支えあいのしくみづくりを推進 

（仲間を育てる） 

 

ボランティアセンター活動を推進するとともに、新たにボランティア養成講

座を実施し、ひとりでも多くの町民が自ら担い手としてボランティア活動に参

加できるよう取り組みます。ボランティア活動の中から“支えあい”の仲間が

広がる地域づくりを目指します。 

特にシニア世代のボランティア活動の広がりは、自身の閉じこもりを予防し

社会参加と健康づくりを促します。 

無理なくボランティア活動できるような場の提供と活動の継続を可能とする

ためのスキルアップ研修などでボランティア同士の交流についても支援します。 

 

 

●仲間を育てるための関連事業 

①ボランティアセンター活動支援 ④介護予防事業の推進 

②ボランティア養成講座の実施  ⑤会食サービス 等 

③サロン活動支援 

 

 

  



（３）地域住民とともに考え、実践に向けた協働のしくみづくりを推進 

（地域を育てる） 

 

地域の声を聞き取る“場”を作り、見えて来た課題について住民と一緒に考

える取り組みを推進します。町内区会での取り組みや民生委員児童委員活動で

の見守りや支援に加えて、更なる支えあいのしくみづくりを目指します。 

全国的な異常気象が発生し、平成 28年８月 31日には台風 10号から変わった

温帯低気圧の影響で大雨となった北海道は、各地で被害が発生しました。南富

良野町の空知川で堤防が決壊したほか、清水町や新得町、芽室町など３カ所で

橋が損壊してしまいました。 

いつどのような災害が身近に起きるのかは予測がつきません。このような中、

本協議会でも自主防災体制に向けた取り組みが始まっています。社会福祉協議

会としてもこのような防災活動で何ができるかを常に考え、地域の中に入り、

福祉ニーズの発掘、把握に努め、対策に向けて共に考えていきます。 

そのために、それぞれの地域特性を活かしながら、支えあうしくみづくり＝

小地域ネットワーク活動を促進します。 

 

 

●地域を育てるための関連事業 

①福祉懇談会の実施 

②福祉協力員の設置検討   等 

 



（４）地域福祉推進のための体制強化を推進 

（しくみを育てる） 

 

介護保険サービス事業の拡大と充実を図り、要介護者及びその家族が不安な

くサービス利用につながるよう支援体制を強化します。平成 26年度からスター

トした「ふれあいセンターなかまーる」での通所介護事業（デイサービス）に

ついては、団塊の世代の高齢化等も視野に入れ、１日の利用者受け入れ者数 32

名に拡大を図るとともに、楽しく安心して利用できるメニューの充実と利用者

が自立できるよう質の良いケアの提供を実施しています。 

北海道社会福祉協議会からの受託事業として、日常生活自立支援事業を実施

しています。福祉懇談会を開催し、地域の課題をともに共有し解決に向けて考

えるしくみづくりを展開しています。社会福祉協議会が、福祉の中心として事

業展開するために、専門性のある職員の確保・育成（研修・専門資格取得など）

についても強化します。 

 

 

●しくみを育てるための関連事業 

①通所介護事業の運営     ⑥除雪サービスの充実 

②居宅介護支援事業の充実と拡大   ⑦障がい福祉サービスの充実 

③日常生活自立支援事業の促進    ⑧各団体への側面支援 

④成年後見制度の利用啓蒙    ⑨生活支援活動の推進 等 

⑤福祉サービスの充実 

 

 

 

 



第３章 現計画の評価と課題等 

 

平成２５年３月に、北海道社会福祉協議会が作成した「地域福祉実践計画策

定マニュアル」を参考に、第３期中富良野町地域福祉実践ぷらんの施策につい

て、以下の分類で評価いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域住民の視点に立った課題の把握と的確な情報提供の推進 

推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(1)認知症支援

体制の整備 

①認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ

養成講座 

1.サポーター養成講座を

推進する 
Ａ 

福祉課、社協の活
動として取組めて
いる。認知症サポ
ーターによる寸劇 

2.町内各学校で福祉講座

を開催 
Ｃ 

寸劇鑑賞により認
知症への理解を深
めてもらう 

3.行政、商工会、金融機

関向け認知症講座の開

催 

 

 

Ｅ 

 

寸劇により理解を
深めていく 
 

4.福祉協力員体制づくり ― 
全町的に体制を作
っていく 

5.福祉協力員へ講座開催 ― 
出前講座等の開催
を行う 

進捗状況 評価 

計画どおりに十分実践できた Ａ 

ほぼ計画どおりに実践できた Ｂ 

実践できたが、十分とは言えなかった Ｃ 

あまり、実践できていない Ｄ 

まったく実践できなかった Ｅ 

評価せず又は評価できず － 



 

(2)各種媒体を

活用した情

報提供の推

進 

 

②社協だよりの

充実 

1.社協だよりの発行回

数・掲載内容を充実 

・カラー版 年２回 

・町広報紙折込 年２回 

Ａ 
発行回数の増加を
検討したい（２ヶ
月に 1回） 

2.実践ぷらん概要版の全

戸配布 
Ａ 

 

 

③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開

設 

1.社協事業と福祉情報を

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載 
Ｂ 

現体制では、随時
の更新は難しい 

(3)福祉に対す

る意識の高

揚を図る 

④社会福祉大会

の開催 

1.福祉貢献者の表彰・感

謝状贈呈 
Ａ  

2.町内小・中学校児童生

徒の優秀福祉作文発表

の開催 

Ａ  

3.トークセッション・講

演の開催 
A～B  

⑤相談窓口の充

実 

1.福祉相談体制づくりを

行う 
Ｄ 

一般の方は、社協
へ相談する意識が
低い 

 

２ 一人ひとりがつながる支えあいのしくみづくりを推進 

推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(4)ボランティ

アセンター

体制の整備 

⑥ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

の活動支援 

1.総会に合わせての研修

会の開催 
Ｅ 

各ボランティア団
体で実施 

2.こぶし苑ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

の調整 
Ａ  

3.会食ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの調

整 
Ａ  

4.除雪ｻｰﾋﾞｽ Ａ  

5.ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座の開催 Ａ  

6.個人登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成 Ｅ  

7.ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修の開催 Ｃ  

8.登録会員の拡大の働き

かけ 
A～B  

⑦ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成

講座の実施 

1.「ちょこっとボラ」養

成講座 15名程度 
Ｂ  

2.講座終了者のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

登録を促進し、活動の

強化 

Ｃ 
活動につながらな
い人もいる 

 



推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(5)高齢者が気

軽に集える

場(ｻﾛﾝ)の拡

大 

⑧ｻﾛﾝ活動支援 

1.新規サロン開設に向け

て支援 

平成 25年新設目標 

1か所 

Ｂ 
ボランティアの活
動 

⑨介護予防事業

の推進 

1.「みんなで元気にふま

ねっと」教室の実施 
Ａ 

サポーターが増え
ていない 
今後利用者が増え
ると厳しい 

2.「明日のための脳活性

化」教室の実施 
Ｅ  

3.介護予防通所事業の実

施 週４回 
Ａ 利用者数の増加 

⑩会食ｻｰﾋﾞｽ 
1.全町的に利用可能にな

るよう送迎体制を検討 
A～B 

市街地区で、会場
まで来れない方の
送迎。ルート・乗
車する方の確認 

 

３ 地域住民と共に考え、実践に向けた協働のしくみづくりを推進 

推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(6)住民参加に

よる地域福

祉活動の推

進 

⑪福祉懇談会の

実施 

1.区単位や連合会単位で

の「福祉懇談会」を呼

びかける 

C～D 

区会長と相談しな
がら行う。区会か
ら呼んでもらい出
前講座を行う 

2.「福祉協力員」の設置

を提案 
B～C 

連合会単位ではな
く全町的に考える 

3.既存福祉サービスへの

要望や見直し等の意見

聴取 

C～D  

4.社会福祉協議会事業の

説明と意見交換の実施 
C～D  

⑫福祉協力員の

設置検討 

1.障がい者、一人暮らし

高齢者、高齢者世帯等

の見守り、支えあいの

しくみとして「福祉協

力員」の設置を提案し

検討 

Ｅ 

協力員として個人
的に設置ではな
く、住民みんな協
力隊 

2.町内会への説明、協力

依頼 
D～E  

3.協力員の役割、選出基

準等の意見交換 
D～E  



４ 地域福祉推進のための改正強化を推進 

推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(7)介護保険ｻｰ

ﾋﾞｽ事業の推

進と拡大 

⑬通所介護事業

の運営 

1.通所介護事業の運営開

始。平成 26年 4月より、

デイサービスを町営か

ら指定管理者制度に移

行 

Ａ  

2.利用者の拡大 Ｄ 

入院や施設入所等
の割合と、新規の
利用増等の割合が
追いつかない 

3.介護職員のｽｷﾙｱｯﾌﾟ Ｃ 
研修や勉強会等の
時間がつくれない 

4.音楽療法等、身体活動

に応じたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実

施 

Ｃ 

要介護度や身体レ
ベルに差があり、
利用者一人ひとり
に合わせた活動に
限界がある 

⑭居宅介護支援

事業の充実と

拡大 

1.ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成を必要とす

る利用者がｽﾑｰｽﾞにｻｰ

ﾋﾞｽにつながるよう支

援 

Ａ  

2.生活全般の課題を把握

しながら関係機関と連

携図り支援する 

Ａ  

3.新規利用者へ働きかけ

をしながら在宅介護の

推進を図る 

Ａ  

(8)高齢者の権

利擁護の推

進を図り、安

心して暮ら

せるように

する 

⑮日常生活自立

支援事業の実

施 

1.日常生活自立支援事業

を受託する 
Ａ  

2.受託契約し、相談窓口

を設置(平成 26年) 
Ａ  

⑯成年後見制度

の利用啓蒙 

1.研修会の受講 Ｃ  

2.住民向け制度の啓蒙 Ｄ  

3.相談窓口の設置(日常

生活自立支援事業と併

せて相談を受ける) 

Ｂ  

4.地域包括支援ｾﾝﾀｰとの

連携 
Ｂ  

 

 



 

推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(9)在宅福祉ｻｰ

ﾋﾞｽの充実を

図り、住みや

すい町づく

りを推進す

る 

⑰福祉ｻｰﾋﾞｽの

充実 

1.調理困難な高齢者世帯

等の希望者に昼食・夕

食を配達する 

Ａ  

⑱除雪ｻｰﾋﾞｽの

充実 

1.対象者の選定、料金体

制等を全般的に再検討

する 

C～E 
市街区域以外の対
応、担い手 

2.福祉懇談会で意見交換

をできるようにする 
C～D  

⑲障がい福祉ｻｰ

ﾋﾞｽの充実 

1.重度心身障害者(児)の

通所事業送迎の充実 
Ａ  

2.移動支援事業（地域生

活支援）の充実 
Ａ  

3.居宅介護(自立支援給

付) の充実 
Ａ  

4. 移送サービスの充実 Ａ  

(10)福祉団体に

対する支援

と自主運営

に向けての

支援 

⑳各団体の活動

充実のための

側面的な支援 

1.身体障害者福祉協会の

会員の親睦と研修会の

開催支援 

Ａ  

2.上川地区及び全道身体

障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への

参加支援 

Ａ  

3.町福祉大会参加の支援 Ａ  

4.中富良野母子会活動の

実施 
－  

5.母子会会員相互の交流

会支援 
Ａ  

6.親子研修会の支援 Ａ  

7.母子会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の

実施 
Ａ  

8.老人ｸﾗﾌﾞの軽ｽﾎﾟｰﾂ大

会の支援(ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ・ｹﾞ

ｰﾄﾎﾞｰﾙ・ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ等) 

Ａ  

9.老人ｸﾗﾌﾞの沿線、管内

研修会の参加支援 
Ａ  

10.老人ｸﾗﾌﾞの町福祉運

動会への参加支援 
Ａ  



 

推進目標 具体的事業 活動内容 評価 課題等 

(11)福祉団体に

対する支援

と自主運営

に向けての

支援 

㉑各団体の活動

充実のための

側面的な支援 

11.遺族会の護国神社祭、

全国慰霊祭等への参

加支援 

Ａ 
高齢化により、参
加者が減少 

12.町戦没者追悼式の開

催 
Ａ  

 

(12)生活支援活

動の推進 

㉒生活支援活動 

1.歳末助け合い募金によ

る義援金の配分 
Ａ  

2.ひとり暮らし高齢者へ

年末激励品の配布 
Ａ 

65歳からの年齢引

き上げを検討 

3.生活福祉資金 Ａ  

 

 



第４章 施策の展開 

１ 施策の展開にあたって 

 

第４期地域福祉実践ぷらんの施策展開は、第５期中富良野町まちづくり総合

計画（平成23年度～平成32年度）総合福祉計画における地域福祉計画と整合性

を持ち、共働し、民間レベルにおける地域福祉の推進を図る計画です。 

また、北海道社会福祉協議会が策定した「地域福祉実践策定マニュアル」の

指針等を参考に、中富良野町社会福祉協議会が実施する具体的な計画として展

開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５期中富良野町まちづくり総合計画 

総合福祉計画 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画 

平
成
27
年
度
～
平
成
29
年
度 

 

障
が
い
者
計
画 

平
成
24
年
度
～
平
成
28
年
度 

 

障
が
い
福
祉
計
画 

平
成
27
年
度
～
平
成
29
年
度 

 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
行
動
計
画 

平
成
27
年
度
～
平
成
31
年
度 

 

子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

平
成
27
年
度
～
平
成
31
年
度 

 

健
康
増
進
計
画
・
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画 

平
成
25
～
平
成
34
年
度 

 

第
４
期
地
域
福
祉
実
践
ぷ
ら
ん 

平
成
29
年
度
～
平
成
33
年
度 

 

北
海
道 

社
会
福
祉
協
議
会 

地域福祉計画 



２ 具体的な施策の展開 

 

 

 
（１）認知症支援体制の整備 

施策① 認知症サポーター養成講座 関係機関等 

・認知症サポーターの活動を推進します。 
地域包括支援セン

ター 

教育委員会 

商工会 

民生委員児童委員 

福祉協力員 

・町内のメイトと事務局との連携により、サポーター養成講座を計

画的に開催します。 

・講座開催に関しては広報等で周知している。 

・各小学校、中学校での開催を実施していきたい。 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 
町内サポーターと町事務局の連携によ

る養成講座の計画的な推進 
実施 

 
    

2 
教育委員会との連携で町内各学校で講

座を開催 

1ヵ

所 

 
    

3 商工会・金融機関・行政向け講座を開催  検討     

4 福祉協力員への講座を開催  検討     

5 認知症サポーターによる寸劇の開催 実施      

 

（２）各種媒体を活用した情報提供の推進 

施策② 社協だよりの充実 関係機関等 

・社協だよりの発行回数・掲載内容を充実します。 

町 ・実践ぷらん概要版の全戸配布します。 

・社協事業と福祉情報をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載します。 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 カラー版社協だよりの発行 ２回      

2 町広報紙にＡ４版のパンフを折込 ２回 4回     

 

施策③ ホームページの充実 関係機関等 

・社協事業の啓発と福祉情報の掲載を充実します。 町 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 ホームページの検証と掲載充実 継続      

 

ア．地域住民の視点に立った課題の把握と的確な情報提供（心を育てる） 



（３）福祉に対する意識の高揚を図る 

施策④ 社会福祉大会の開催 関係機関等 

・社会福祉大会の開催により、福祉への関心を高めます。 

福祉関係機関 

民生委員児童委員 

老人会 

福祉団体 

各学校 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 福祉貢献者への表彰と感謝状贈呈 継続      

2 
町内の小・中学校の児童生徒優秀福祉作

文発表の開催 
継続 

 
    

3 福祉についてのトークセッション開催 

H23・

24 年

開催 

検討 
 

   

4 講演会の開催 継続      

5 認知症サポーターによる寸劇の開催  検討     

 

施策⑤ 相談窓口の充実 関係機関等 

・福祉の相談を受ける体制づくりを行います。 

・日常生活自立支援事業等を実施します。 

・生活困窮者自立支援事業を推進します。（自治体主体） 

町 

福祉関係機関 

民生委員児童委員 

老人会 

各学校 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 相談窓口の充実 継続      

2 相談支援体制づくりを推進 継続      

3 生活困窮者支援の体制づくり 継続      

 

 



 

 

 
（４）地域福祉の担い手としてのボランティア活動の推進 

施策⑥ ボランティアセンターの活動支援 関係機関等 

・ボランティアセンターの活動を支援します。 ボランティアセン

ター 

個人ボランティア ・個人登録ボランティアを育成します。 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 総会に合わせた研修会の開催 実施      

2 こぶし苑ボランティア事業の調整 5団体      

3 会食サービスボランティアの調整 2団体      

4 ボランティアによる除雪サービス 2団体      

5 ボランティアスキルアップ講座の開催 実施      

6 ふまねっと運動教室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの調整 1団体      

 

施策⑦ ボランティア養成講座の実施 関係機関等 

・介護予防事業のサポートやサロン活動支援等の担い手としてのボ

ランティアの育成を行います。 

町内関係者 

ボランティアセン

ター 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 
「ちょこっとボラ」養成講座の実施 

・平成 26年度 16名受講 
継続 

 
    

2 
講座終了者の個人ボランティア登録に

よる活動拡大 
8名 

 
    

3 ボランティアリーダーの養成       

 

（５）高齢者が気軽に集える場（サロン）の拡大 

施策⑧ サロン活動支援 関係機関等 

・既存サロンの取り組みを支援しながら、新規サロンの開設に向け

て支援します。 
区会 

老人会 

民生委員児童委員 ・町内会主体のサロンの増加。 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 サロンの増加（H22年～H24年・2ヵ所） 3か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1か所 

2 市街区域でのサロン設置を促進 継続  1か所    

イ．一人ひとりがつながる支えあいのしくみづくりを推進（仲間を育てる） 



 

施策⑨ 介護予防事業の推進 関係機関等 

・介護予防事業を推進することで、元気高齢者を増やします。 

・ボランティア養成講座の一環として、ふまねっとサポーター養成

講座を実施します。 

・介護予防通所事業（あゆみ）を実施します。 

町 

ふまねっとサポー

ター 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 介護予防通所事業の実施 
週 

4回 

週 

4回 
 

   

 

施策⑩ 会食サービス 関係機関等 

・現行の会食サービスの見直しを検討し、全町的利用可能となるよ

うな送迎体制をも検討します。現行は、65歳以上で、日常生活に

支障のある方が対象。 

町 

民生委員児童委員 

ボランティア団体 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 
ひとり暮らし高齢者への送迎体制の検

討 

月 

1回 

 
    

2 市街地区で送迎希望の方の対応  検討     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（６）地域住民による地域福祉活動の推進 

施策⑪ 福祉懇談会の実施サロン活動支援 関係機関等 

・地域における福祉の理解を深めるため、区会単位又は連合会単位

での「福祉懇談会」を呼びかけます。 

区会 

連合会 

民生委員児童委員 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 福祉協力員設置への提案 継続      

2 
既存福祉サービスへの要望や見直し等

の意見聴取 
継続 

 
    

3 社会福祉協議会事業の説明と意見交換 継続      

4 出前講座の開催、推進  検討     

 

施策⑫ 福祉協力員の設置検討 関係機関等 

・障がい者、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等の見守り、支えあ

いのしくみとして「福祉協力員」の設置を提案します。 

町内区会 

連合会 

民生委員児童委員 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 町内会への説明と協力依頼 継続 検討     

2 協力員の役割と選出基準の意見交換 継続      

3 町民全てが協力隊（気配り、目配り）  実施     

4 地域防災組織との連携  検討     

5 標語を募集し全町民へ働きかけ  実施     

 

施策⑬ 地域包括ケアシステムの整備 関係機関等 

・高齢者が“住み慣れた地域”で介護や医療、生活支援サポート及

びサービスを受けられるよう町と連携し、「サロン」「認知症カフ

ェ」や「協議体」「地域福祉コーディネーター」等の体制を整備

していきます。平成３７年度実施に向け準備を進めます。 

町 

町内会 

ボランティア他 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 サロンの整備 継続      

2 認知症カフェの整備  検討     

3 協議体の整備  検討 実施    

4 地域福祉コーディネーターの整備  検討 実施    

5 リユースマーケット 検討 実施     
＊リユースマーケットは、不要となった物品等を提供していただき、必要としている人に再使用してもらうことです。 

ウ．地域住民と共に考え、実践に向けた協働のしくみづくりを推進（地域を育てる） 



 
 
 
 
 

（７）介護保険サービス事業の推進と拡大 

施策⑭ 通所介護事業の運営 関係機関等 

・平成 26 年度より、通所介護事業を指定管理者制度で運営してい

ます。 
町 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 利用者の拡大を図る 実施      

2 介護職員のスキルアップを図る 実施 検討     

3 アクティビティの充実（音楽療法等）  検討     

4 職場研修計画 検討 新規     

5 更新のための経営計画（活動内容）  検討 更新    

 

施策⑮ 居宅介護事業の充実と拡大 関係機関等 

・ケアプランの作成を必要とする利用者がスムーズに利用できるよ

う支援します。 

・生活全般の課題を把握しながら、関係機関と連携を図り、支援し

ます。 

・住宅型有料老人ホームの整備により、訪問介護の利用者が減少し

ていますが、在宅介護の推進を図ります。 

町地域包括支援セ

ンター 

各事業所 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 要ケアプラン作成者への支援 実施      

2 生活全般の課題を把握 実施      

3 新規利用者への働きかけ強化 実施      

 

（８）高齢者の権利擁護の推進を図り、安心して暮らせるようにする 

施策⑯ 日常生活自立支援事業の実施 関係機関等 

・平成 26 年度より、日常生活自立支援事業を受託し、事業の推進

を図っています。 

北海道社会福祉協

議会 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 相談体制の充実 実施      

2 契約により支援員の派遣 継続      

3 富良野沿線広域での実施 検討 検討     

 

 

 

エ．地域福祉推進のための改正強化を推進（しくみを育てる） 



施策⑰ 成年後見制度の利用啓蒙 関係機関等 

・成年後見制度の情報提供を促進し、利用の啓蒙を図ります。 
地域包括支援セン

ター 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 制度の研修会を受講 継続      

2 町民向けに制度の啓蒙 継続      

3 相談窓口の充実 継続      

4 地域包括支援センターとの連携強化 継続      

5 富良野沿線広域での実施 検討 検討     

 

 

（９）在宅福祉サービスの充実を図り、住みやすいまちづくりを推進する 

施策⑱ 福祉サービスの充実 関係機関等 

・調理が困難な高齢者世帯等に、希望により昼食・夕食を配達しま

す。１食自己負担 弁当 300円、おかず 250円（月～金の週５回） 

町 

民生委員児童委員 

ボランティア 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 食事形態を選択できるようにする 継続      

2 昼食配達の実施 継続      

 

施策⑲ 除雪サービスの充実 関係機関等 

・対象者の選定や料金体系等を再検討し、地域の実情に合ったサー

ビスを提供しています。 

町 

地域住民 

民生委員児童委員 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 意見交換会の実施 継続      

2 推進体制の強化 継続      

3 高齢者事業団での活動 検討 準備 実施    

4 老人クラブでの活動 検討 準備 実施    

 



 

施策⑳ 障がい福祉サービスの充実 関係機関等 

・中富良野町と上富良野町が連携し、重度心身障害者(児)の通所事

業を送迎しています。 

・外出及び社会参加のための移動支援として、移動支援事業（地域

生活支援）を実施しています。 

・居宅介護での自立支援給付を行っています。 

・寝たきりの状態又は歩行困難な方の移送支援を行っています。 

町 

上富良野町 

関係者 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 
中富良野町の重度心身障害者(児)の通

園事業利用者実人数 
1名 

 
    

2 移動支援事業の利用者実人数 3名      

3 自立支援給付の利用者実人数 3名      

4 移送サービスの利用者実人数 16名      

 

 

（10）福祉団体に対する支援と自主運営に向けての支援 

施策㉑ 各団体の活動充実のため側面的支援 関係機関等 

・身体障害者福祉協会、母子会、手をつなぐ育成会、老人クラブ連

合会、遺族会への支援を行っています。 
町 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 
身体障害者福祉協会 

 上川地区、全道障害者スポーツ大会、

町福祉大運動会への参加支援 

継続 
 

    

2 
母子会 

今後の活動を検討 
継続 

 
    

3 
手をつなぐ育成会 

 会員の親睦と研修会の実施 
継続 

 
    

4 
老人クラブ 

 軽スポーツ大会の支援 
継続 

 
    

5 
遺族会 

 護国神社祭、全国慰霊祭への参加支援 
継続 

 
    

 



（11）生活支援活動の推進 

施策㉒ 生活支援活動推進 関係機関等 

・歳末助け合い募金により、低所得世帯への歳末義援金を対象者に

届けています。 

・年末にひとり暮らし高齢者宅を訪問し、声かけと激励品を届けて

います。 

・道社協生活福祉資金や町社協福祉金庫の貸付を行っています。 

共同募金 

民生委員児童委員 

北海道社会福祉協

議会 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 歳末義援金の配布 継続      

2 
ひとり暮らし高齢者への声かけと激励

品の配布 
継続 

 
    

3 生活福祉資金の貸付（教育・生業等） 継続      

4 福祉金庫（生活資金）の貸付 継続      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）新たな地域福祉への挑戦 
 

施策㉓ 楽しい福祉 関係機関等 

・見返りを求めない福祉活動への参加が楽しくなるようなしくみづ

くりに挑戦します。支えあいや助け合い、リユースマーケット等

への参加が楽しくなるような展開を検討していきます。 

町 

全ての町民 

福祉事業関係者 

ボランティア 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 楽しくやりがいのある活動を行う  検討 準備 実施   

2 町民による、笑顔となる地域づくり  検討 準備 実施   

3 昭和を取り戻す  検討 準備 実施   

 

 

 

新たな地域福祉に向かって 

楽しい行動 笑顔の行動 助け合い 

福祉関係組織の結束  +  地域の繋がり 

昭和時代の地域力を取り戻そう！ 

オ．新たな地域福祉の推進 



 

施策㉔ 攻める福祉 関係機関等 

・これまでは受け身としての福祉対策を展開していましたが、これ

からは、社協を始めとした福祉団体等が連携し、新たな福祉事業

を積極的に福祉施策として掘り起し、能動的な福祉を展開できな

いか検討していきます。 

町 

全ての町民 

福祉事業関係者 

ボランティア 

活動内容 
実績 年次計画 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 福祉関係組織の攻めのアイディア  検討 準備 実施   

2 世界と繋がらなくても、地域と繋がる  検討 準備 実施   

3 福祉の中心は社協が担う  検討 準備 実施   

4 孤立させないまちづくり  実施     

 

 

       



第５章 計画の推進体制 

１ 町民参加、当事者参加の推進 

本計画を推進していくためには、町民、事業者、ボランティア・ＮＰＯ、関

係機関、行政の協働が欠かせません。そのため、これら各主体によるパートナ

ーシップを基礎として、計画の推進体制の確立を図ります。 

 

２ 推進体制の充実 

計画の推進及び目標達成のため年次ごとに進行管理を行います。地域の福祉

を効果的に推進するために、社会福祉協議会や行政から得た情報を整理し、計

画を推進していきます。 

 

（１）全町的な施策の推進 

町の関係各部局と連携を図り、行政と社会福祉協議会が一体となって各種施

策を推進していくとともに、地域福祉施策の総合的かつ効果的な推進に努めま

す。 

 

（２）共に進める組織体制の充実 

行政、町民、事業者、ボランティア、関係機関等の組織と連携し、社会福祉

協議会を核として、地域福祉提供体制を整備し、計画を推進します。 

 

３ 計画の公表 

それぞれの地域において住民が安心して暮らせるよう、地域住民や社会福祉

関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組み、地域福祉の

推進に努めるための「中富良野町地域福祉実践ぷらん」を公表します。 

 

誰もがいきいきとした明るい社会生活を送るためには、町民一人ひとりが福

祉への知識と理解を持ち、積極的に地域福祉活動に参加し、福祉行動を良い方

向に変容することが必要です。本計画を中富良野町社会福祉協議会のホームペ

ージに掲載するとともに、町民が気軽に閲覧できるよう、社会福祉協議会に計

画書を設置・公表します。 

本計画は、平成29年度～平成33年度を第４期計画としています。国や道、中

富良野町が地域福祉計画を見直した場合は、計画期間内であっても必要により

見直しをし、公表していきます。 



４ 推 

進の方策 

少子高齢化時代が進む中で、異世代間交流や体験学習、生きがいづくりなど、

これからの社会福祉施策は町民自らの認識や理解、福祉関係団体、自治会、子

ども会、老人クラブ、ＮＰＯ、ボランティア等と連携し、高齢者、障がい者、

子ども子育て、生活困窮者等に対する支援活動の場を広げるため、事業所、ス

ポーツ施設、外食産業等との連携を図っていきます。 

 

５ 中富良野町社会福祉協議会の役割 

中富良野町社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的と

した営利を目的としない民間組織です。昭和26年（1951年）に制定された社会

福祉事業法（現在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。 

中富良野町社会福祉協議会は、中富良野町で暮らす町民のほか、民生委員児

童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療、教育

等の関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して

生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、活動を行う団体

です。 

各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや町民活動の支援、共同募金

運動への協力など、全町的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、様々

な場面で地域の福祉に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会 ボランティア団体 

住民自治組織 行政機関 

社会福祉施設・団体 

民生委員児童委員 

障がい者・高齢者当事者・事業者 

保健・医療・介護事業者 

障がい者・高齢者等当事者・団体 



第６章 資料編 

１ 中富良野町地域福祉実践計画策定要綱 

 

１ 策定目的 

近年中富良野町においても少子高齢化や核家族化が進み、人間関係の希薄化や相互扶

助機能の低下が懸念されています。高齢者夫婦世帯や一人暮らしの高齢者が増加し、地

域における福祉ニーズが様々な形で増大してきています。 

社会福祉協議会は、地域住民、行政、福祉施設、福祉団体、ボランティア、民生委員

児童委員などと連携・協働しながら地域の福祉ニーズを受け止め、計画的な地域福祉活

動の展開、地域福祉の基盤・体制づくり、社協運営・経営に取り組むことを目的に地域

福祉実践計画を策定します。 

 

２ 策定者 

社会福祉法人 中富良野町社会福祉協議会 

 

３ 策定主管 

中富良野町地域福祉実践計画策定委員会 

・地域福祉実践計画策定委員(９名)を選任し、策定にあたる。 

・行政関係職員に依頼し、策定委員会の作業部会と位置付けて課題の整理・具体的事

業の検討等を行い、策定委員会に反映させる。 

・策定委員会のメンバーとして、社会福祉協議会総務企画部会４名を選任し、民生児

童委員協議会、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協会、ボランティア、福祉課から

の委員構成で進める。 

 

４ 策定期間 

平成28年４月から平成29年３月 

 

５ 周知 

町民および各関係機関への周知は平成29年５月とする。 

 

６ 設定期間 

平成29年度から平成33年度（５か年間） 

中富良野町総合福祉計画（平成29年～平成33年の５か年計画）に合わせた年度で方向

性を示し、平成28年度を評価、計画の見直しを行うものとする。



 

７ 計画の名称 

中富良野町地域福祉実践ぷらん 

 

８ 基本目標 

「ともに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり」 

 

９ 実践計画の構成  

（１）地域福祉実践計画  

ア）社協が中心となって推進する活動の実施計画 

イ）地域支え合いづくりの取組（サロン活動など） 

ウ）第５期なかふらのまちづくり総合計画及び中富良野町総合福祉計画との整合性 

（２）社協発展強化計画（組織・運営・経営の強化計画） 

ア）介護サービス事業運営拡大の検討 

＊デイサービス事業運営（平成26年４月実施） 

＊居宅介護支援事業の拡大 

＊訪問介護事業の充実 

イ）受託事業の拡大 

ウ）新規事業の拡大（生活困窮者自立支援事業など） 

 

10 計画の策定方法及び実施  

（１）策定委員会の開催（３回）  

ア）策定趣旨の説明と計画概要について  

イ）計画策定の経過（資料・計画の記述）  

ウ）計画案（評価）について 

（２）ワーキンググループ（随時・開催数未定） 

ア）計画についての説明・協力依頼 

イ）中富良野町における福祉サービスの実態と課題 

ウ）計画策定の経過と成果について 

（３）町民への周知（平成29年５月予定） 

 

11 事務局 中富良野町社会福祉協議会 

 

 



２ 中富良野町地域福祉実践計画策定委員会設置要綱 

（目的） 

第1条  この委員会は、中富良野町社会福祉協議会会長の諮問に応え、地域福祉実践活動

を策定することを目的とする。 

（名称） 

第2条  この委員会は、中富良野町地域福祉実践計画策定委員会（以下「委員会」という。）

と称する。 

（委員会の構成） 

第3条  この委員会は、下記の委員で構成し、会長がこれを委嘱する。 

１）中富良野町社会福祉協議会総務企画部会     ４名 

２）民生児童委員協議会              １名 

３）老人クラブ連合会               １名 

４）身体障害者福祉協会              １名 

５）ボランティアセンター             １名 

６）行政機関                   １名 

 

（運営） 

第4条  この委員会に委員の互選により、委員長 1 名および副委員長 1 名を置く。 

２ 委員長は、会務を総括する 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（作業部会の設置） 

第5条  この委員会のもとに作業部会（ワーキンググループ）を設置する。 

（連携） 

第6条  策定にあたり、部会および各関係機関と連携を図ることとする。 

（関係者の出席要求） 

第7条  委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明および意見を聞くこと

ができる。 

（事務局） 

第8条  委員会の事務局は、中富良野町社会福祉協議会内に置く。 

（設置期間） 

第9条  この委員会の設置期間は、平成２８年４月 1 日から平成２９年３月３１日までと

する。 

  （付則） 

 この要綱は、平成２８年４月 1 日から施行する。 

 



３ 中富良野町地域福祉実践計画策定委員名簿 

 

 ●実践計画策定委員（９名） 

敬称略 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

吉田 晋一 総務企画部会 髙瀨 勝行 老人クラブ連合会 

北嶋 吉幸 総務企画部会 森田 光紀 身体障害者福祉協会 

藤下 栄子 総務企画部会 髙橋 光夫 ボランティアセンター 

対馬 まち子 総務企画部会 田邊 工修 行政 

金清 育雄 民生児童委員協議会  

 

 ●作業部会員（４名） 

 

 

 

 

 

 

●事務局 

氏 名 所 属 

髙橋 清和 事務局長 

小池  拓 主幹 

   

 

 

氏 名 所 属 

笹川 友一 社会福祉係長 

山田 由美 介護支援係保健師 

前川 和也 介護支援係主任 

藤山 奈津希 介護支援係主事 



４ 地域福祉実践計画策定検討経過 

●検討内容 

開催月日 会議名等 参集者 備考 

平成２８年 

４月～１１月 
各団体座談会 検討会メンバー 座談会の開催 

１１月１５日 内部打合せ 事務局 
・計画策定に向けて 
・新年度予算見積 
・概要版、計画書の冊数 

１１月１７日 ぎょうせい打合せ 内山研究員 
・骨子案全体 
・現計画の評価 
・次期計画の指標、事業 

１２月 ７日 事務局打合せ 事務局６名 
・第３期の評価 
・各担当毎に分析 
・新事業への取り組み 

１２月１４日 第１回作業部会 部会員４名 
・地域課題整理 
・要望、取り組み整理 
・第３期の評価 

平成２９年 

１月１８日 
第２回作業部会 部会員４名 

・地域課題整理 
・第３期の評価 
・新規事業検討 

１月２５日 第１回策定委員会 策定委員８名 
・委員長、副委員長の選任 
・スケジュール調整 
・意見交換 

２月１３日 第３回作業部会 部会員４名 
・意見交換 
・原案作成 

２月２２日 第２回策定委員会 策定委員９名 
・中富良野町の現況と課題 
・要望 
・取り組み整理 

３月  ７日 第４回作業部会 部会員４名 
・原案作成 
・概要版の最終確認 

３月１０日 社会福祉協議会 役員会 
・経過報告 
・次年度予算 

３月１０日 ぎょうせい打合せ ぎょうせい 
・３月 10 日までに実践

計画作成 

  ３月２３日 第３回策定委員会 策定委員 
・原案の最終確認 
・概要版の最終確認 

   ４月以降 内部打合せ 事務局 

・計画印刷 
・概要版印刷 
・実施計画周知、配布 
・策定委員、社協役職員 

５月以降 住民への周知 事務局 ・概要版配布 



５ 住民座談会からのご意見 

本計画策定にあたって、町民の目線から見る地域の課題を把握するために、

座談会において意見交換会を行いました。 

 

座談会の参加団体数 参加人数 

      ２１  団体   ３３４ 人 

 

座談会の対象は、子育て世代、ボランティア団体、各団体婦人部、青年部、

高齢者サロン、福祉団体等に声掛けし、様々な意見を聞くことができました。 

高齢化の実態や介護保険事業から見える介護状況等の資料提供し、今不安に

思うこと、今後の不安など出し合う中で、住みやすいまちづくりについての意

見を聞き取りました。その中から安心して暮らすための地域づくりの視点につ

いて次のようにまとめました。 

 

■地域での集まりについて 

 皆が集まれる会館がない、各地域で高齢者等が集まれる集会があればよい。 

 なかまーるをもっと集まれる場所にしてほしい。 

 町民が（障がい者、高齢者、子ども）が分け隔てなく集まれる場所がほしい。 

 閉じこもりの高齢者については、近所の人が声掛けをして誘うことが大事。 

 開放型のサロン（麻雀や花札ができる）があれば行きたい。 

 高齢者グループのカラオケ大会があればよい。 

 

■ゴミ捨て、買い物、食事、除雪 

 近所に住む方がゴミ出しの曜日がわからなくなっている事がある。 

 歩けなくても買い物のできる町にしてほしい。 

 料金が高くても、元気な人も配食サービスの対象にしてほしい。 

 会食サービスが無料でいい、楽しみにしている。 

 一人暮らしでないので会食サービスに行けないが、芸能鑑賞の機会がほしい。 

 屋根の雪下ろし、駐車場までの除雪も困る。 

 

■その他 

 一人暮らしになると健康や今後の事が心配。 

 理解力の低下した夫婦のうち、どちらかが入院になった際に困る。 

 家の中の事で、ちょっとした時ヘルパーの手助けがほしい時がある。 

 介護講座があるとよい。 



６ アンケートの自由意見欄記載事項 

地域福祉を推進する中富良野町社会福祉協議会に関連する部分を抜粋して記

載しています。 

 

・除雪につてもう少し考えてほしい。自宅の除雪が終わった後に町の除雪が来て１日に３

回も除雪したことがある。 

・観光客が増加し、町としてもうるおいのある状況であることは、喜ばしいことである。

一方、外国の観光客などによるマナーの遵守の徹底を図ってほしい。交通安全、子どもの

登下校など不安な事案がみられる。 

・動けないまたは寝たきりの人の病院受診時の車が足りないと思う。かぶって使用できな

いこともありました。 

・ひとり暮しは冬の庭の雪が大変、除雪機を持っているけど使用することができない。ボ

ランティアの男性がいると助かりますが。 

・蜂の駆除に困ります。以前支援があったと伺いました。再開していただけないでしょう

か。 

・冬に子どもたちが走り回るような場所がない（室内）。特に１～３歳くらいの小さな子

でも安全に遊べる室内遊び場がない。旭川のもりもりパークのような施設は富良野地域で

できないのか。 

・今後高齢者が増えると思われるので介護施設を増やしてほしい。 

・富良野市や上富良野町には『児童発達支援センター』があり、利用者も多いですが、中

富良野町にはどうしてないのでしょうか？利用したい方はいっぱいいると思います。 

・ゴミステーションに観光の人、地域に住んでいる方の中にもゴミ出し方が悪い方がいま

す。でも誰が出したかはわからないのですが。 

・町内会で行っている道路脇の草刈りを行ってくれるのはいいんですが、刈った草をその

ままにしているので排水口に落ち詰まったりします。刈った草も集めて持って行くように

指示してほしいと思います。毎年ひろうのが大変です。直接刈ってくれている人にも言い

づらいので町の方で連絡して下さい。今年もビニール袋にたくさんひろいあつめて、埋立

ゴミの日に出しました！町で行っている除雪についてですが、朝会社に行こうと思ったら

出口に雪が残っていたりします。時間もない時にとても困ります。出口に残った雪もよけ

てもらうと助かります。ちょっとした気づかいがあるとうれしいですが・・・。 

・高齢者、障がい者にとってやさしいまちづくりをお願いしたい。家族だけでは大変な面

が沢山あるのでサポート体制を強化してほしい。子育て世帯が増えて町が元気になるよう

より子育てしやすいまちづくりをお願いしたい。医療費のさらなる無料化（年齢拡大）。

保育料の軽減進学支援などなど。 



７ アンケート結果（抜粋） 

平成 28年 8月に実施した「中富良野町総合福祉計画策定のためのアンケート

調査」結果の社会福祉協議会関連部分を抜粋して記載しています。詳細につい

ては、アンケート結果報告書にて確認することができます。 

 

（１）社会福祉協議会の事業状況 

 

 

 

 

No. 「地域ふまねっと教室」を行う際の参加意向   ｎ %
1 参加したい 119 33.1
2 参加したくない 198 55.0
無回答 43 11.9
全体 360 100.0  

No. 福祉協力員を各地域に配置する必要があると思うか  ｎ %
1 ある 212 58.9
2 ない 96 26.7
無回答 52 14.4
全体 360 100.0  

No. ボランティアセンターの活動推進                        ｎ %
1 内容を知っている 34 9.4
2 聞いたことがある 132 36.7
3 知らない 142 39.4
無回答 52 14.4
全体 360 100.0  

No. 中富良野町社会福祉大会の開催 ｎ %
1 内容を知っている 90 25.0
2 聞いたことがある 130 36.1
3 知らない 96 26.7
無回答 44 12.2
全体 360 100.0  

No. 介護予防通所事業 ｎ %
1 内容を知っている 71 19.7
2 聞いたことがある 114 31.7
3 知らない 128 35.6
無回答 47 13.1
全体 360 100.0  

No. ①共同募金会が社会福祉協議会にあることを知っているか                       ｎ %
1 知っている 237 65.8
2 知らない 99 27.5
無回答 24 6.7
全体 360 100.0



 

No. 居宅介護支援事業所 ｎ %
1 内容を知っている 61 16.9
2 聞いたことがある 111 30.8
3 知らない 136 37.8
無回答 52 14.4
全体 360 100.0  

No. 訪問介護事業所 ｎ %
1 内容を知っている 66 18.3
2 聞いたことがある 145 40.3
3 知らない 96 26.7
無回答 53 14.7
全体 360 100.0  

No. サロン事業の推進  ｎ %
1 内容を知っている 43 11.9
2 聞いたことがある 77 21.4
3 知らない 191 53.1
無回答 49 13.6
全体 360 100.0  

No. 日常生活自立支援事業 ｎ %
1 内容を知っている 26 7.2
2 聞いたことがある 102 28.3
3 知らない 177 49.2
無回答 55 15.3
全体 360 100.0  

No. ふまねっと教室   ｎ %
1 内容を知っている 87 24.2
2 聞いたことがある 104 28.9
3 知らない 130 36.1
無回答 39 10.8
全体 360 100.0  

No. 移送サービス ｎ %
1 内容を知っている 63 17.5
2 聞いたことがある 118 32.8
3 知らない 127 35.3
無回答 52 14.4
全体 360 100.0  

No. デイサービスセンターなかまーる ｎ %
1 内容を知っている 129 35.8
2 聞いたことがある 147 40.8
3 知らない 35 9.7
無回答 49 13.6
全体 360 100.0  



８ 福祉用語の解説 

 

☆キャラバンメイト 

認知症の正しい知識や付き合い方を理解するために一定の講習を受け、地域で暮らす認

知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」をつくる「認知症サポーター養成講

座」の講師役となるのがキャラバンメイトです。 

 

☆認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る応援者

として、自分のできる範囲で活動します。友人や家族に学んだ知識を伝えること、認知症

の人やその家族の見守りなど気持ちを理解することなどが活動です。サポーターの目印は

オレンジリングです。 

 

☆サロン活動 

地域交流の場で、ご近所との出会いやおしゃべりなど楽しい時間を過ごし、そのふれあ

いの中から生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げることを目指しています。ひとり暮ら

しによる閉じこもりや、孤立感の解消、認知症予防などの効果が期待できます。 

 

☆日常生活自立支援事業 

判断力の低下により金銭管理が困難になった方の日常的な金銭管理を支援します。都道

府県社会福祉協議会の事業で H26年には市町村社会福祉協議会に委託されました。 

 

☆成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方への不動産や預貯

金などの財産管理や施設入所などの契約行為などを支援します。本人の状況により家庭裁

判所が後見人を選任します。 

 

☆小地域ネットワーク活動 

小地域を単位として要援護者一人ひとりを対象とした見守り活動・援助活動を行うもの

である。小地域での福祉活動が充実すると福祉問題の早期発見・解決。きめ細かな福祉サ

ービスの提供。地区住民の福祉意識の向上につながります。 

 

☆音楽療法 

音楽療法とは、音楽を媒介として心身に失調や障がいのある人々を対象に、音楽が持つ

様々な効果を心身の健康回復や治療に活用する療法で、情緒の解放、自己表現、他者との



交流などの目的で、音楽鑑賞、歌唱、楽器演奏、創作、舞踊などのプログラムを用いて行

い、感情の発散を促し、心理的安定を図ったり、失われた感情を取り戻す効果があります。 

 

☆権利擁護 

人が本来持ち合わせている権利が侵害・実行できないような状況にある場合、その権利

がどのようなものであるかを明確にし、その権利の救済や権利の形成、獲得を支援するこ

とや、その権利に関する問題や課題を自らが解決できるよう、必要な様々な支援を行うこ

とを指します。 

 

☆社会福祉法人 

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定により設

立された法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。自主的に経

営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上と事業経営の透明性の確

保を図らなければならないとされており、公益性の高さから、設立後も所轄庁等の厳しい

監督下に置かれる一方で、補助金の交付や税制面での優遇措置がなされています。 

 

☆地域福祉 

「すべての地域住民が幸福となるために、もたらせるもの」と考え、年齢や性別、障が

いの有無などに関係なく、すべての住民が安心して生きがいを持って生活できるよう、住

民、地域の団体、民間企業福祉サービス事業者、行政等のあらゆる主体がお互いに協力し

あうことによって、地域の様々な活動を活性化し、一人ひとりが自立した生活を送ること

ができる地域社会を実現する取り組みのことです。 

 

☆認知症 

認知症は、いったん発達した知能が、脳や体の病気によって、普段の社会生活に支障を

きたすまでに低下した状態をいいます。この状態は一時的ではなく継続してみられ、記憶

力や見当識（時間や場所、人を識別できること）、判断能力、計画力などが阻害されます。 

認知症は、かつては「痴呆」や「ぼけ」などと呼ばれていましたが、この呼び名は蔑視

的・侮辱的な意味を持つことから、平成 16年 12月から「認知症」に改められました。 

 

☆民生委員児童委員 

民生委員児童委員は、乳幼児から高齢者、障がい者などの誰もが安心して暮らせるよう、

生活上の悩み事や心配事などの相談に広く応じ、必要に応じて社会福祉の制度やサービス

を利用できるように橋渡しをしたり、行政機関と協働して各種福祉関係の情報の提供や援

助を行ってくれる地域の奉仕者です。厚生労働大臣から委嘱され、民生委員法に基づく民

生委員と、児童福祉法に基づく児童委員を兼任しています。 



第４期地域福祉実践ぷらん策定を終えて 

 

「このまちで暮らしていく」誰もがそう思えるような地域を作り、地域が住民を守るし

くみとなるまちづくりを目指して社会福祉協議会が第４期地域福祉実践ぷらんを策定しま

した。 

昨年４月より策定委員会を設立し、９名の策定委員が３回にわたる会議のなかで、互い

に意見を交わし、今後重要視される地域福祉力、また転換が予想される地域性重視の考え

方が一致。取組みました第４期地域福祉実践ぷらんが完成致しました。 

 この間、計画策定のため、座談会に参加、協力頂き様々なご意見を頂いた各団体の皆様、

これからの地域づくりを行うための情報収集、調査頂いた関係職員の方々にも大変お世話

になりました。この地域福祉実践ぷらんが中富良野町の地域力強化の基となり、我が事、

丸ごとを推進する契機となる事を祈念し、策定委員を代表してのことばといたします。 

 

平成２９年３月 

地域福祉実践計画策定委員会 

委員長  吉 田  晋 一 
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